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名古屋難民弁護団と名古屋難民支援室が選ぶ 

2025 年 名古屋 難民 10 大ニュース 
2025 年 12 月 31 日 

 

1. シリア人、名古屋高裁でも難民不認定取消で勝訴、しかし難民認定の

義務付けは認められず最高裁へ 

名古屋高裁は 9 月 25 日、アサド政権からの迫害のおそれに加え、

HTS による迫害のおそれを根拠とした十分に理由のある恐怖を有する

シリア人男性に対し、難民不認定取消については、原審を維持しまし

た。つまり、昨年の地裁判決においても、本年の高裁判決において

も、この男性の難民申請に対する不認定の決定が出された 2020 年１

月の時点で、本来、男性は難民認定されていなければならなかったこ

とが認められたのです。 

しかし、難民の認定をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴

えについては、高裁の口頭弁論終結時には難民認定すべきことが明白

かつ当然であるとは言えない、という理由で棄却しました。東京高裁

2018 年 12 月 5 日判決と相反し、難民条約の趣旨を著しく踏みにじる

この判決に対しては上告を提起し、最高裁に係属中です。 

 

2. 名古屋高裁で勝訴したロヒンギャの判決、米国国務省報告に掲載 

米国国務省による「2024 年国別人権報告書」が 8 月 12 日に公表さ

れ、その日本に関する部分において、2024 年 1 月 25 日に名古屋高裁

で勝訴したロヒンギャ難民の判決が取り上げられました1。 

2024 年は、送還停止効の例外を認め 2 回の難民申請手続が終了した

場合は送還できるとする改定入管法が施行された年でしたが、この判

決は、同ロヒンギャ難民の 3 回目の難民不認定処分を取消したもので

あり、新法の問題点が改めて浮き彫りになったことについては、昨年

 

1 米国国務省報告（原文）Japan - United States Department of State、在日米国大使館と領事館

（和訳）2024 年国別人権報告書―日本に関する部分 - 在日米国大使館と領事館 

https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/japan
https://jp.usembassy.gov/ja/human-rights-report-2024-japan-ja/
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の名古屋難民 10 大ニュース2においても指摘した通りですが、米国国

務省も「日本弁護士連合会などの専門家は、政府は現行法に基づいて

この男性をビルマに追放し、ビルマ軍事政権から迫害を受ける立場に

置く可能性があったと政府に警告した」と報じました。 

 

3. DAN が支援した 22 名が難民として認定される 

 本年は DAN が難民申請の支援をした 22 名が難民認定を受けまし

た。一次手続における認定が 21 名、審査請求における認定が 1 名で

した。DAN の相談者らによる口コミを中心に、全国から相談が寄せ

られ、名古屋入管での難民申請に限らず支援を行い、難民認定の結果

が出ています。 

22 名の国籍の内訳は、アフガニスタンが 21 名、カメルーンが 1 名

でした。 

 

4. 昨年の名古屋入管における難民認定数が 26 名と公表され、うち DAN

が支援したのは 19 名、73% 

2024 年の地方出入国在留管理局管内別の難民認定申請等の受理及び

処理人員が政府統計 e-Stat において公表されました3。名古屋入管内に

おいては、新規での難民認定申請者が 288 名、一次手続で難民認定さ

れた者が 26 名でした。 

DAN が支援して、名古屋入管で難民として一次手続で認定された

のは 19 名で、一次手続での難民認定者数の 73%を占めました。 

 

5. 空港で収容される庇護希望者の増加、入管に収容中の難民から DAN

への相談過去最多 

国外にいる庇護希望者にビザを発給する国はほとんどなく、ビザが

なければ飛行機に搭乗することもできないため、万博用のビザを入手

し、万博開催地に逃亡することは庇護希望者が国外に逃れるための有

 

2 名古屋難民弁護団、名古屋難民支援室（DAN） 2024Nagoya10daiNEWS.pdf 

3 e-Stat 出入国管理統計 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等地方出入国在留管理局管内

別 難民認定申請等の受理及び処理人員 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口 

https://door-to-asylum.jp/cms_wordpress/wp-content/uploads/2024/12/2024Nagoya10daiNEWS.pdf
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003288365
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003288365
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力な選択肢になっています。 

本年は日本で大阪万博が開催され、その中で迫害から逃れてくる難

民が、万博用のビザや、万博観光用のビザを取得して来日したもの

の、空港において真の目的が庇護を求めることであると主張したこと

で、入国を許可されず、収容される事案が複数ありました。名古屋入

管に移送されたこうした庇護希望者の数は、DAN が把握するだけで

20 名近くに及びました。 

このため、DAN が把握した空港で収容された庇護申請者の数は過

去最多となりました。 

 

6. 収容中の難民、迅速不認定、審査請求に係る申述書の期限は通常 1 か

月のところ 1 週間のみ 

昨年の 10 大ニュースにおいてもスピード難民不認定の問題につい

て取り上げましたが、本年も難民該当性がある難民が適切に審査され

ないまま短期間で不認定になる事案が散見されました。特に、収容中

の案件では、難民申請から 1 か月程度で一次手続の不認定の結果が出

される案件が相次ぎました。名古屋入管に収容中の DAN の相談者の

中には、カメルーン出身者が 10 名以上いますが、彼らは皆、判を押

したような不認定理由により、迅速に不認定処分がなされています。 

さらに、審査請求に係る申述書の提出期限は一般的に、審査請求日

から 1 か月を目途に設定されていますが、収容中のカメルーン案件は

1 週間と過度に短く設定されており、適正手続の観点から大変問題が

あります。収容中の者は、例えば自身のスマホやインターネットへの

アクセスもなく、難民申請手続において重要視されている証拠書類の

収集の機会が奪われています。さらに、身柄拘束をされ、先が見えな

い中、精神状態も不安定で、自身の主張を落ち着いて整理することも

困難です。 

カメルーン出身者は、実際に上記 3 でも述べた通り、難民認定され

ている事案もあります。難民を間違えて不認定とすることは、命に関

わる問題であり、許されません。 
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7. 政府が 5 月に「ゼロプラン」発表、「B 案件の類型化」、「審査の迅

速化」への強い懸念 

出入国在留管理庁は、5 月に「国民の安全・安心のための不法滞在

者ゼロプラン」を公表し4、その中で、「難民条約上の迫害事由に明ら

かに該当しない事情を主張している」案件である「B 案件の類型化」

を行うことを発表しました。しかし、その国籍やリスクカテゴリー

は、開示請求を行っても黒塗りになっており、個々の難民申請者自身

にも知らされない運用になっています。手続の透明性は、日本の難民

認定手続の最大の問題であると言っても過言ではない状況で、このよ

うなプランが推進されることを強く懸念します。 

さらに、B 案件の「早期かつ迅速な処理体制を整備」するだけでな

く、「複数回申請者について、早期の審査を実施する」ことが掲げら

れています。しかし、上記 2 でも述べた通り、例えば名古屋高裁で勝

訴したことでようやく、入管庁の間違いが正され、難民として適切に

保護されたロヒンギャ難民は、4 回も難民申請を繰り返さざるを得ま

せんでした。難民として認定されるべき人が適切に認定されておら

ず、手続自体も非常に不透明で、釈明の機会さえも十分に与えられて

いない日本の現在の難民認定申請手続の運用の中で、「不法滞在者」

をゼロにする目標のために、「B 案件類型化」や「審査の迅速化」が

進められることは、難民条約締約国としての義務に違反するおそれが

あります。 

 

8. 1/17 講演会「名嶋聰郎弁護士 30 年余の軌跡―東海地域での難民・外

国人の弁護活動を振り返り、今後を考える―」開催 

1/17 に 30 年以上に渡って弁護士として活動してきた名嶋聰郎弁護

士を講師に、また、名古屋高裁で勝訴して難民として認定された上記

2 でも取り上げたロヒンギャ族の男性をお招きし、講演会を開催しま

した。さらに、講演会の記録と難民についての基礎知識を加えた報告

書を作成しました。 

名嶋弁護士は、1989 年に弁護士登録して以来、1997 年には、日本

 

4 入管庁「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」について | 出入国在留管理庁 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_001390.html
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で初めてパキスタンのアハマディア難民の訴訟で勝訴し、それが確定

した事件の代理人を務めた弁護士です。さらに、2006 年にトルコのク

ルド人の難民該当性を認めた名古屋高裁の判決の代理人でもありまし

た（しかし、判決を受けてもなお、法務大臣は、このクルド人に対

し、再び難民不認定としました）。講演会当日は、難民の参加者も交

えて、質疑応答や意見交換を行いました。 

報告書では、当日の記録に加え、世界と日本における難民の現状

や、日本の難民認定制度・難民申請支援をする上で課題だと感じてい

る点をまとめました。難民について多くの方に知っていただき、今後

の支援に繋げていきたいと思っています。 

 

9. 7/9 シンポジウム「For Refugees, With Refugees―地域と難民、そし

て私たち」開催 

 日本国際交流センター（JCIE）及びジャパン・プラットフォーム

（JPF）との共催でシンポジウムを開催しました。DAN の活動を紹介

するほか、普段から連携して活動している団体や、企業の方、難民当

事者も登壇し、東海地域の難民事情に焦点を当て、難民の現状と課題

解決に向けた地域での取り組みを紹介し、難民を「隣人」として受け

入れるために私たちができることを参加者と共に考えました。 

 当日の様子は動画で DAN のウェブサイトでも公開し5、その後の理

解促進にも役立てています。また、当日参加した演劇部の高校生が、

他団体主催のイベントにおいて、感想を朗読劇にして披露するなど、

様々な活動に発展しました。 

 

10. 12/19 長谷川恭弘元裁判官 講演会「難民事件を担当して」開催 

 名古屋国際センターにおいて長谷川恭弘元裁判官の講演会を開催し

ました。長谷川恭弘元裁判官は、2016 年に名古屋高裁にて藤山雅行裁

判長の陪席としてネパール勝訴判決を担当されました。2022 年には札

幌高裁でトルコ・クルド判決の裁判長を務められ、同判決を受け、日

 

5 JCIE YouTube 2025 年７月９日公開シンポジウム「 For Refugees, With Refugeesー地域と難

民、そして私たち」 

https://www.youtube.com/watch?v=I2H8VmQZdOg
https://www.youtube.com/watch?v=I2H8VmQZdOg
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本でクルド難民が初めて難民として認定されました。2024 年にはミャ

ンマー・ロヒンギャ判決の裁判長を担当されました。さらに、2024 年

の名古屋高裁のアフガン難民の子の日本国籍決定の裁判長も務められ

ました。 

 当日の講演会では、特殊事件と裁判官、事実の立証、立証責任と経

験則、証拠の提出、事実の評価（要件への当てはめ）、条約と証拠説

明書、そして長谷川元裁判官ご自身が難民事件の判決においても引用

された UNHCR による「難民認定基準ハンドブック」6の活用につい

て、充実した審理・判断のために、難民事件の代理人を務める弁護士

や法的支援を行う支援者などを対象としたアドバイスや示唆に富んだ

内容をお話しいただきました。 

以上 

 

6 UNHCR HB_web.pdf 

https://www.unhcr.org/jp/sites/jp/files/legacy-pdf/HB_web.pdf

